
若狭町告示第７１号 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定に基づき、

本町の字の区域を設定したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 

平成１８年６月２２日 

 

若狭町長 千田 千代和 



 

変  更  調  書 

 

 

次の区域を三十三団地１号三十三に設定する。 

大 字 字 地          番 

上 野 

１号岸下 

 

１の１から１の４まで ３の１ ３の２  

４の１から４の３まで ４の５ ５の１ ６の１  

７ ８の１ ９の１ １０の１ １１ １３ １５ 

１９から２１まで ２３の１ ２４の１ ２５の１ 

２６ ２７ ２８の１ ３１ 

 

２号山王前 

 

１の１ ３の１ ５の１から５の３まで ６の２ 

６の３ ７の２ ７の３ ８の１ ８の３ ９ １０ 

 

成願寺 

５号廻渕 

 

５の１ ９の１ １０ 

 

６号岸ノ下 

 

１の１ １の２ ２の１ ２の３ ３ ４ ５の１ 

６の１ ７ 

 

７号正源筋 

 

１の１ ２の１ ２の２ ３の１から３の５まで  

４から９まで １０の１ １０の２ １１の１ １１の２ 

２８の１ ２８の２ ２９ 

 

これらの区域に隣接する道路、水路である国有地の一部 

 

 


